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第 1 本案前の答弁

1 ガヌ件訴 えをいずれも却下する。

2 訴訟費用 は原告らの負担とする。

第 2 本件訴えの概要

本件は , 屋内にお いて 2 メ ガヘ ルツから 3 0 メ ガヘルツま での周波数の搬

送波により信号を送信し及 び受信する電力線搬送通信設備 (広帯i粛電力線搬

送通信設備 , 以 下 ｢本ゞ件 P L C J と いう。 ) につ いて , 平成 1 8 年総務省告

示第 6 1 7 号により総務大臣が行 っ た型式指定 (以 下 『本件型式指定｣ と い

う。 ) によ っ てアマ チ ュ ア無線の通信を妨げ られたと 主張する原告らが , 本、

件型式指定の取消 し (請求の趣旨 1項 , 以下 ｢本件-二取消しの訴 え｣ という。)

を求めるとと もに , 総務大臣によ る電波法施行類則 (昭和 2 5剣き電波監理委

員会規則第 1 4 号) 4 4 条 1 項 1号 (1)及び同規則 4 6 条の 2 の型式の指定

並 びに電波法 (昭和 2 5 年法律第 1 3 1 号) 1 0 0 条 1 項 1 号の許可の差止

め 信青引きの趣旨 2項及び 3 項 , 以下 『本件差止 めの訴え｣ と いい , 本件取消

しの訴 えと併せて ｢本件訴 え｣ という。 ) を求める事案である。

第 3 本件訴えが不適法である こ と

1 本件取消しの訴えが不適法である こ と

本件取消 しの訴えの対象である本件キ型式指定は , 電波法 1 0 0 条 1 項 1 号

及び電波法施行規則 4 4 条 1項 1 号 (1), 同条 2 項 2 号 , 4 6 条の 2 に基づ

く総務大臣の処分であり , 同法 9 6 条の 2 によれば , 同処分につ いての異議

1中立て に対する決定に対 してのみ, 取消 しの訴 えを提起する こ とができると

されて いる (裁決主義)。 と こ ろが , 原告らは異議申立て に対す る決定を経

る こ と なく , 原処分に対す る取消しの訴 えを提起し'ている から , 本円二取消 し

の訴 えが , 不適法である こ とは明 らかである。



2 本件差止めの訴えが不適法である こ と

本件差止めの訴えの文I象である型式指定及び許可は , 電波法と電波法施行

規則 の上.記規定に基づ いて行われる総務大臣の処分で あ っ て , これらの処

分 がされた場合に は , 上記のとお り , 裁決主義が探られて いる から , こ れ

に対す る異議撰l凱立て に対する決定に対してのみ取 消 しの訴えを提起する こ

とができ る (電波法 9 6 条の 2 )。 しかも , 異議申立てに対する決定は , 電

波監理審議会へ付議し (同法 8 5 条), 準司法的手続によ る審理 (同法 8 6

条以 下 ) を経て , 同審議会が行 っ た議決 (同法 9 3 条の 4 ) に より行うこ

ととされている (同法 9 4 条)。 こ のように , 異議申立て に対する決定が ,

電波監理審議会に よる準司法的手続を経て いるため , 上記決定に対する取

消 訴訟 において は , ｢電波監理審議会が適法に認定 した事実は , これを立証

する実質的な竇正拠が あるとき は , 裁判所を拘束する。 ｣ と され (同法 9 9 条

1項), 実質的証拠法則が採用されて いる。 ま た , 上記決定の取消 しの訴え

は , 東京高等裁判所の専属管轄とされている (同法 9 7条)。

本門二差止 めの訴 えも取消訴訟と 同 じく抗告訴訟であると こ ろ , 仮に本件

差止 めの 訴 えが適法であるとすると , 行訴法 3 7 条の 4 第 5 項 に基づき ,

総務大 臣が型 式指定な い し許可をす る こ とがその裁量の範囲 を超え又はそ

の濫用 と なるか否かが , 電波監理審議会の審理を経る こ と なく , 地方裁判

所にお いて直接審理される こ と にな るが , そうな あと , 総務大臣の 上記処

分の適法性につ いて は , 電波,監理審議会と いう専門的な機関の審理を経た

決定に対してのみ取 消 訴訟が提起でき , その取 消訴訟 にお いて は同審議会

の審理を尊重して実質的証拠法則が採用 され , かつ東京高等裁判所の専属

管轄とされている趣旨が失われる こ とになる。

そ うすると , 電波法は , 総務大 臣が 同法及幻"電波法施行規則 に基づく処

分 につ いて は , 電波監理審議会の審理を経た後の取 消 訴訟を救済手段 と し

て 予 定 しており , 対藻件のよ うな差止 訴訟 は予定していな いと い うべき であ



るから , 行訴法 3 7条の 4 第 1 項ただ し書の ｢他に適当な方法があるとき ｣

に該当すると いうべき である。 したが っ て , 本件差止 めの訴えは不適法で

ある。

3 小括

以上のとおり , 本件訴えはいずれも不適法である から , 却下されるべき で

ある。

第 4 本件 P L C に対する型式指定や許可によ っ て は , 原告らに 『重大な損害｣

が生ずるおそれはない こ とか らも , 本件差止めの訴えは不適法である こ と

1 は じめに

仮に , 本件のような差止 め訴訟 が電波法上予定されていないとま ではいえ

な いと して も 上記第 3 の 2 のと おり , 電波法は , 同法及び同法施行規則に

基づく総務大臣の処分 について は , それに対する異議申立てにより電波監理

審議会の審理を経た決定による救済の可能性を認め , さらに , その決定 に対

する取 消訴訟という救済の方法を予定しているの である。 そうすると , こ の

ような救済方法によ る こ となく , 事前の差止めの方法による救済が必要と な

る ほ どの ｢重 大な損害｣ (行訴法 3 7 条の 4 第 1 項) と は, 電波法が予定 し

ている上記のよう な手厚い救済方法によ っ てもなお救済し得ないほ ど重大な

損害でなければならない から , 極めて 限定的に しか認め られないものである

と解される。 本件では , そのような重大な損害が生ずるおそれは認められな

いから , 本件差止 めの訴えは不適法である。

すな わち , 本件 P L C は , 屋内に敷設された電力線を利用 して , 高速の情

報伝送を可能にする もので , 導入の期待が高か っ たものである。 本件 P L C

は , 2 メ ガヘルツから 3 0 メ ガヘルツと いう高周波電流を使用するため , 電

波法 1 0 0 条 1 項 1 号の許可が必要であるが , 電波法施行規則 4 4 条 1項 1

号 (1)により型式の指 定を受けた ものにつ いては , こ の許可が 不要と なる。



そ のため , 総務省においては , 以 下のような経緯を経て , 電波法施行規則の

一部を改正する省令 (平成 1 8 年総務省令第 1 1 9 号) 等 (乙第 1 号証) に

より , 本件 P L C の実験目的以外での一般的な導入を可能に したものであり

(後記 2 ), 本件 P L C の通信状態に おける伝導妨害波の許容値は, 漏えい

する電波の強度が離隔距離にお いて周 囲雑音 レベノレ程度以 下とな るよ うゐこ設

定されたもので , 原告らに ｢重大な損害｣ が生ずるおそれはないと い うべき

である。

2 漏えいする電波の強度が周囲雑音レベル以下とされた こ と

(1) 電波法 1 0 0 条 1項 1号の定める許可制と型式指定の制度

高周波利用設備は , 本来 , 電波を空間に発射する こ と を目的とするもの

ではないが , 高周波電流を使用するために , と もすると漏えいする電波が

空間に輻射され , その漏えい電波が混信又 は雑音と して他の無線通信を妨

害するおそれがある。 そのた め , 電波法では , 無線逓信に妨害を与 えるお

それのある一定の周波数又は電力 を使用 する高周波利用設備につ いて , 事

前の設置許可又 は型式指定を必要とする制度を導入 している。

すな わち , 電波法 1 0 0 条 1 項 1 号は , 電線路に 1 0 キ ロヘルツ以 上の

高周波電流を通ずる電信 , 電話そ の他の通信設備の設置について は , 総務

大臣の許可が必要であると し , 同;去施行規則 4 4 条 1項 1 号 (l)は , 例外と

して , 定裕電圧 1 0 0 ボル ト又 は 2 0 0 ボ ルト及び定格周波数 5 Oヘルツ

又 は 6 Oヘルツの単相交流を通ず る電力線を使用する ものであ っ て , その

型式につ いて総務大臣≦の指定を受けた電力線搬送通信設備等につ いて は ,

その設置について総務大臣の許可を要 しないと している。

本門ヱ P L C が一般的に認められるためには , 従前設置許可又は型式指定

が認められていた周波数が 1 0 キ ロ ヘ ルツから 4 5 0 キ ロヘルツの範囲だ

っ たものを , 拡大して , 2 メ ガヘ ルツから 3 0 メ ガヘ ルツ を追加するため

の電波法施行規則の改正等が多必要とな っ た。



なお , 本件 P L C につ いては , 従来より , 漏 えい電界強度低減技術の開

発者に限り実験軸約での運用 は認め られ ており , 設置許可処 分が行われて

いたと こ ろ , 上首己電波7去施行規則一の改正等により , 運用者及び目的 を限定

せずに運用 する こ とができるようにな っ たものである。

(2) 電波法施行規則改正等までの経緯

ア 高速電力線搬送通信に関する研究会報告書 く乙第 2号証)

総務大 臣は , 平成 1 7 年 1月 3 1 日 から ｢高速電力線搬送通信に関す

る研究会｣ を開催し , 漏えい電波低減技術の確認 , 無線利用 と の共存可

能性 ･ 共存条件の検討等を行っ た。 本研究会には , ア マチ ュ ア 無線の振

興をその目的と しアマチ ュ ア無線愛好者により構成される社団法人日本

ア マチ ュ ア 無線連盟 か らの構成員も含まれていた (乙第 2 号証の参- 6

ペー ジ)。 こ の研究会は , 1 2 回開催され (同 7 .ぺ ･一 ジ), そ の間には ,

研究会の検討結果案である ｢高速電力線搬送通信と無線通信の共存につ

いて (案)｣ に対する意見招請を平成 1 7 年 1 0 月 2 1 日か ら 1 1月 2

1 日ま での間行 い , 提出された意見 を踏ま え , 同年 1 2 月 2 2 日に 『高

速電力線搬送通信に関する研究会報告書｣ (乙第 2 号証) を取りま と め

た。 こ の報告書にお いては ,
｢建築物内に敷設された電力線を利用 して

通信を行う電力線搬送通信を行うための機器 (P L C 機器) が発生する

コ モ ンモー ド電流 (引用者注 ･ 伝導妨害波の電流に相当) は , 周波数 2

M H z から 3 0 M H z までの範囲において , … 3 0 d B “ A (準尖頭値)

以 下で ある こ と ｣ と した (乙第 2 号証 6 Oペー ジ)。 こ の ｢電流許容値

　　　　　　　　は , 国際規格C I S P R 2 2 に定め られている許容値に等しく ,
o

ソ ナ ル コ ン ピュ ータ等の情報技術装置から漏えいす る妨害波と 同程度に

制限するもので , 十分妥当なものと考えられる。 ま た , 上記の測 定法は,

…我が国 の住宅 の電力線の特性を考慮して 定めた も の である。 ｣ と して

いる (同ペー ジ)。

‐ 〕



イ 情報通信審議会の一部答申 (乙第 3 号証)

こ の研究会報告書を踏ま えた上で , 総務大臣の諮問機関 である情報通

信審議会情報通信技術分科会 (昭和 6 3 年 9月 2 6 日付け諮問第 3 号 ｢国

際無線障害特別委員会 (C I S P R ) の諸規格につ いて ｣ を受け , 無線

障害の原因とな る各種機器からの不要電波 (妨害波) に関し , その許容

値と測定法を審議してき た組織) は , 平成 1 8 年 1 月 2 3 日に ｢高速電

力線搬送通信設備に係る許容値及び測定法｣ について も審議を開始する

こ とと した。 情報通信技術分科会 では , 下部委員会である C I S P R 委

員会 にお いて , 同年 2月 1 3 日から検討が行われた。 C I S P R 委員会

及びP L C の技術的条件につ いて検討を行 っ た小委員会である高速電力

線搬送通信設備小委員会に も 高速電力線搬送通信に関する研究会同様 ,

社団法人日本アマチ ュ ア 無線連盟からの構成員も参加 (C I S P R 委員

会 に は , オ ブザー バと して参加。 ) しており , 同年 4 月 1 8 日 に開催さ

れた関係者からの ヒ アリ ン グの際にも , アマ チ ュ ア無線局免許人。 大学

教授等有識者が意見の聴取を受 けている。 その後 , C I S P R 委員会は ,

6月 5 日ま で検討を行っ た上 で報告を取りまと め , 情報通信審議会に提

出 した。 これを受 けて , 情報通信審議会は , 6 月 2 9 日に ｢高速電力線

搬送通信設備に係る許容値及び測 定法｣ につ いて P L C 設備が満たすべ

き技術的条件等に関する一部答申 (乙第 3 号証) を取りまと めた。

三部答申において は , ①非通信時の許容値は ,
パ ソ コ ンな どの r n機

器の許容値と等しくする , ②通信時における利用周波数帯 の許容値は ,

高速電力線搬送通信設備 (注 ･ 当時は , 本件 P L C を･ ｢高速電力線搬送

通信設備｣ と称して いた。 ) により漏えいす る電波の 強度が離隔距離に

おいて周 囲雑音 レベル程度以下と なるよ うるこする , ③通信時の非利用周

波数帯 の許容値は ,
パソ コ ンな どの I T 機器の許容値と等 しくする等許

容値設 定の 基本方針及 び具体的な P L C 設備の電磁妨害波に関する許容

‐ 6 ‐



値が示 された。 その許容値により , 本件 P L C により ｢漏 えいする電波

の強度は ,
一様々 な環境にお いて周 囲雑音 レ ベノレ以 下になると考えられ

る。 ｣ とされた (乙第 3 号証参考資料 3 の 9 8ペー ジ)。

なお , C I S P R 委員会の審議の結果 , 原案の見直しが必要な点につ

いては , 原案からの修正が行われている (乙第 3号証 2 O ペー ジ)。

ウ 総務大 臣の省令改正案と電波監理審議会の答申

総務大 臣は , 情報通信審議会により示された P L C 設備の型式指定に

係る技術的条件を制度化するた め , 電波法施行規則の一部を･改正する省

令案等を策定 し , こ の省令案等について平成 1 8 年7 月 1 2 日から 8月

1 1 日ま での闇意見招請を･行 っ た (乙第 4 号証)。 こ の電波法施行規則

の改正案のうち , 4 6 条の 2 第 1 項 5号 (2)(‐)で 定める ｢通信状態にお

ける伝導妨害波の電流｣ の許容値は , 上記の情報通信審議会の一部答申

において , 本件 P L C により漏えいする電波の強度が , 様々 な環境にお

いて周囲雑音 レベル以下になると考えられるものである。

また , 許可に関する条件を制度化す る際に は , 電波監理審議会に諮問

しその答申 を受ける必要があるため (電波法 9 9 条の 1 1 第 1項 1 号) ,

総務大臣は , 平成 1 8 年 7 月 1 2 日に上記意見招請を行うとと もに電波

監理審議会に諮問 した (乙第 4 及び 5 号証)。 電波監理審議会にお いて

は , 審理官の主宰の下 , 8月 2 3 日に利害関係者に対する意見の聴取が

行われたと こ ろ , 申出に応じる形でアマ チ ュ ア無線局免許人に対 しても

意見の聴取が行われた。

電波監理審議会は , 9月 1 3 日に , 総務大 臣から諮問された省令改正

案につ いて , ｢屋内 での容易 なネ ッ ト ワ ーク構築に資す る もの である こ

と , 情報通信審議会の答申に従 っ て規定されている こ と ｣ な どを理由に ,

同改正案を適当とする旨答申 した (乙第 6 及び 7 号証)。

総務大臣 は , 意見招請の結果及ひご電波監理審議会の答申を踏ま え , 1



0 月 4 日に省令を改正し,た (乙第 1号証)。

(3) 漏 えいする電波の強度が周囲雑音レベル以下と考えられる こ と

以上のとおり , 対中FP L C の導入を可能 にするための電波法施行規則の

改正等は , 高〕塞電力線搬送通 信に関する研究会報告書を踏ま えた情報通信

審議会の一部答申にお いて , 本件 P L C により漏えいする電波の強度が ,

様々 な環境にお いて周 囲雑音 レベル以下になると考えられる許容値を採用

し , 電波監理審議会の答申も経て行われた もの で , 本件 P L C により漏え

いする電波の強度は周 囲雑音 レベル以下と なると考えられるものである。

3 本件 P L C に対する型式指定や許可によ っ て は , 原告らに ｢重大な損害｣

が生ずるおそれはない こ と

(1) アマチュア無線局 は個人 的な興味によ っ て無線通信を行うもので ある こ

と

原告らは , 無線従事者免許及び無線局免許を有するアマチ ュ ア無線局免

許人 , アマ チ ュ ア無線技士の無線従事者免許は有するが 無線局免許を有し

ない者及び無線従事者免許及 び無線局免許の どち らも有しないアマ チ ュ ア

無線受信者である。

アマ チ ュ ア無線局 と は , ｢個人的な興味によって無線通信を行う ため に

開設する無線局｣ と定義されている (電波法 5条 2 項 2 号)。

(2) 電波法施行規則の改正等は , アマチ ュ ア無線局免許入 らの意見も反映し

て いる こ と

前記 2 (2)のとおり , 電波法施行規則改正等は , 社団法人日本アマチ ュ ア

無線連盟か らの構成員も含まれていた ｢高速電力線搬送通信に関す る研究

会｣ の報告書を踏ま え , かつアマチ ュ ア 無線局免許人が下部小委員会の構

成員に含ま れていた情報通信審議会の一部答申 を踏ま えて行われたもので

め o 。 したが っ て , アマ チ ュ ア無線局免許入らの意見 も反 映されていると

いう こ とができる。
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(3) 本件 P L O に対する型式指定や許可 によ っ ては , 原告らに ｢重大な損害｣

が生ずるおそれはない こ と

以上のと おり , アマチ ュ ア 無線局と は , そ もそも個人的興味によ っ て無

線通信を行うものであり , ま た , 本件 P L C の導入を可能とす る電波法施

行規則 の改正等には , アマチ ュ ア無線免許人の意見も反映された。 そ して ,

前記 2 のとおり , 本件 P L C により漏 えいする電波の強度は様 々 な環境で

周 囲雑音レベル以下となるよ う設 け られたのである か ら , 本件 P L C に対

す る型式指定や許可によ っ て は , 原告らに ｢重大な損害｣ が生ずるおそれ

はない。

4 結論

したが っ て , 原告らには , 行訴法 3 7条の 4 第 1.項の ｢重大な損害を生ず

るおそれ｣ は認められないから , 本件差止 めの訴 えは不適法である。
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